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平
成
29
年
度
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
の
軽
減
率
が
変
わ
り

ま
す
。
保
険
料
決
定
通
知
は
７

月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　

保
険
料
は
、
所
得
に
応
じ
て

納
め
て
い
た
だ
く
部
分
（
所
得

割
）
と
、
全
員
に
納
め
て
い
た

だ
く
定
額
部
分
（
均
等
割
） 

が

あ
り
ま
す

❶
所
得
割
の
軽
減
率
（
左
図
上
） 

　
平
成
28
年
度
ま
で
の
所
得
割

　

南
あ
わ
じ
市
国
際
交
流
協
会

で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
幅
広

く
参
加
す
る
国
際
交
流
を
推
進

す
る
た
め
、
随
時
会
員
を
募
集

し
て
い
ま
す
。
国
際
交
流
に
関

心
の
あ
る
人
や
外
国
の
言
葉
や

文
化
に
興
味
の
あ
る
人
、
外
国

人
と
交
流
し
た
い
人
、
市
民
と

交
流
し
た
い
在
住
外
国
人
の

人
、
国
際
交
流
活
動
に
参
加
し

て
み
た
い
人
な
ど
、
国
際
交
流

や
異
文
化
体
験
な
ど
を
通
し

て
、
世
界
へ
の
目
を
ひ
ろ
げ
て

み
ま
せ
ん
か
。

　

児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る

人
は
、
６
月
中
に
「
児
童
手
当

現
況
届
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
こ
れ
に
よ
り
引
き
続
き
手

当
を
受
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
を

確
認
し
ま
す
。

　

６
月
初
旬
に
対
象
者
に
児
童

手
当
の
現
況
届
を
郵
送
し
ま
す
。

必
須
事
項
を
記
入
押
印
の
上
、

市
役
所
窓
口
で
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。こ
の
届
出
が
な
い
と
、

６
月
分
以
降
の
児
童
手
当
が
一

時
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

必
要
添
付
書
類
等　

　

ふ
る
さ
と
納
税
「
ふ
る
さ
と
南
あ
わ
じ

応
援
寄
附
金
」
の
促
進
、
地
元
特
産
品
の
Ｐ

Ｒ
や
販
売
促
進
に
よ
る
地
域
活
性
化
を
目

的
と
し
て
、
ご
寄
附
い
た
だ
い
た
人
に
市
内

の
特
産
品
を
お
贈
り
し
て
い
ま
す
。

　

新
規
出
品
事
業
者
を
随
時
募
集
中
。
興

味
が
あ
る
人
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

◆
新
規
出
品
事
業
者
へ
の
説
明
会

　

新
規
出
品
事
業
者
へ
の
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
の
で
、
出
品
希
望
者
は
、
ぜ
ひ
ご

参
加
く
だ
さ
い
。
※
参
加
無
料

▽
日
時　

７
月
６
日
（
木
）
午
後
１
時
～

▽
場
所

　

市
役
所
第
２
別
館
３
階
多
目
的
ホ
ー
ル

　

今
年
度
も
市
内
の
各
小
中
学
校
に
お
い

て
、
県
教
育
委
員
会
の
指
導
に
よ
り
、
週
１

回
の
「
ノ
ー
残
業
デ
ー
」（
教
職
員
定
時
退

勤
日
）
を
実
施
。
ま
た
、中
学
校
で
は
「
ノ
ー

部
活
デ
ー
」も
あ
わ
せ
て
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
教
職
員
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ

ラ
ン
ス
（
仕
事
と
生
活
の
調
和
）
を
実
現
す

る
こ
と
で
、
教
職
員
が
精
神
的
な
ゆ
と
り

を
持
ち
、
一
人
一
人
の
児
童
生
徒
に
よ
り
多

く
向
き
合
う
こ
と
の
で
き
る
環
境
作
り
を

進
め
る
こ
と
が
目
的
で
す
。

　

ま
た
、「
ノ
ー
部
活
デ
ー
」の
実
施
に
よ
り
、

ケ
ガ
や
ス
ポ
ー
ツ
障
害
を
防
ぎ
、
心
身
を

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し
て
精
神
的
な
ゆ
と
り
を
生

み
出
す
な
ど
、
実
り
あ
る
部
活
動
を
目
指

し
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
保
護
者
、
地
域

の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

平
成
29
年
度
に
お
け
る
南
あ
わ
じ
市
が

行
う
競
争
入
札
（
建
設
工
事
・
コ
ン
サ
ル
・

物
品
役
務
）
に
参
加
を
希
望
す
る
人
の
入

札
参
加
資
格
審
査
申
請
の
補
充
受
付
を
行

い
ま
す
。

▽
受
付
期
間　

6
月
26
日
（
月
）
～

　

7
月
21
日
（
金
）
ま
で

▽
提
出
方
法　

郵
送
ま
た
は
持
参

▽
提
出
場
所　

管
財
課

　
（
本
館
３
階
）

※
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

　

ジ
に
て
ご
確
認
く
だ

　

さ
い

　

市
内
の
団
体
が
実
施
す
る
国
際
交
流
事

業
に
要
す
る
費
用
に
対
し
て
助
成
を
行
い

ま
す
。

▽
対
象
事
業　

❶
国
際
交
流
ま
た
は
多
文

化
共
生
に
関
す
る
学
習
事
業
❷
国
際

交
流
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
育
成
事
業
❸
在

住
外
国
人
、
留
学
生
等
と
市
民
の
交
流

事
業

※
採
択
額
が
予
算
額
に
達
し
た
時
点
で
終 

　

了
し
ま
す
。
申
請
手
続
き
等
詳
し
く
は

　

お
問
合
せ
く
だ
さ
い

は
特
例
的
に
５
割
軽
減
さ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
平
成
29
年
度
は

２
割
軽
減
に
な
り
ま
す
。（
均

等
割
の
定
額
部
分
は
変
わ
り
ま

せ
ん
）

❷
元
被
扶
養
者
の
均
等
割
軽
減

率
（
左
図
下
）

　

平
成
28
年
度
ま
で
の
均
等
割

は
、
特
例
的
に
９
割
軽
減
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
平
成
29
年
度

は
７
割
軽
減
に
な
り
ま
す
。

▽
年
会
費　

個
人
＝
２
０
０
０

円
、
法
人
等
（
１
口
）
＝

５
０
０
０
円
、
個
人
サ
ポ
ー
タ

ー
（
１
口
）
＝
１
０
０
０
円

※
学
生
に
つ
い
て
は
免
除

▽
入
会
方
法　

所
定
の
申
込
書

に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

年
会
費
を
添
え
て
協
会
事
務
局

（
秘
書
課
内
）
へ
提
出

◆
請
求
者
が
被
用
者
（
会
社
員

な
ど
）
の
場
合
＝
健
康
保
険

被
保
険
者
証
の
写
し
な
ど

◆
平
成
29
年
１
月
２
日
以
降
に

南
あ
わ
じ
市
に
転
入
し
て
き

た
場
合
＝
平
成
29
年
度
所

得
証
明
書

◆
子
ど
も
と
住
民
票
が
別
の
場

合
＝
別
居
監
護
申
立
書

※
子
ど
も
の
住
所
が
市
外
の
場

合
＝
子
ど
も
の
属
す
る
世
帯

全
員
の
住
民
票（
本
籍
・
続
柄
・

個
人
番
号
等
の
記
載
あ
り
）

受
付
締
切　

6
月
30
日
（
金
）

後期高齢者医療保険料の軽減率変更のお知らせ 国際交流協会会員募集！

ふるさと納税特産品の
新規出品事業者募集

学校も「ノー残業デー、
ノー部活デー」実施中！

競争入札参加資格
審査申請書の補充受付

国際交流事業の
実施団体を助成

問市民課☎ 43-5212 問子育て支援課☎ 43-5219

問学校教育課☎ 43-5231

※元被扶養者であっても、世帯の所得が低い人で、均等割の軽減（９割軽減、８.５割軽減）
を受けることができる場合は、その軽減率の高い方（保険料の安い方）が適用されます。

問同協会事務局（秘書課内）☎ 43-5204

問管財課☎ 43-5210問秘書課☎ 43-5204

  TEL ／ 0799-45-0171 （代）  ・  0799-45-0012     FAX ／ 0799-45-1814

（公社）南あわじ市シルバー人材センター
　〒 656-0122　南あわじ市広田広田 1064 番地（旧緑庁舎 1 階）

６０歳以上のみなさん
シルバー会員になってみませんか ?

・健康のために身体を動かしたい
・いくらかの収入を得たい
・社会参加したい
など、働く意欲のある方をお待ちしています。

○植木剪定　○農作業　○除草・草刈　○軽作業
○清掃　　　○大工・左官仕事　　　○施設管理
○毛筆筆耕　○生活支援（掃除・洗濯）など

みなさんのお役に立ちます !                             
                        お気軽にお電話下さい

募集募集

募集児童手当現況届の手続きお知
らせ

お知
らせ

お知
らせ

お知
らせ

お知らせ

問ふるさと創生課 ☎ 43-5205

本来納めて
いただく
所得割額

１. 所得割の軽減率

２. 元被扶養者の
     均等割軽減率

納付額 (５割）
納付額 (８割）

５割軽減
２割軽減

所得割 特例（H28年度） 特例（H29年度）

本来納めて
いただく
均等割額

後期高齢者医療制度に加入する前日に、ご家族の会社
の健康保険などで被扶養者だった人

（総所得金額等 － 基礎控除額33万円）が58万円以下の人

納付額 (１割） 納付額 (３割）

９割軽減 ７割軽減

均等割 特例（H28年度） 特例（H29年度）


